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放送政策譲練中

放送技徳謀術Cj:I

f携帯端末向 iすマルチメディア放送の望書託放送業務の認定に係る総括主繋銭iこ題する

考え方等Jf二関し、話IJ紙のとおり意見を緩出します。



1 	携帯主義米向付マ}("7'メディア放送において災混ずるサーピス� 

O	 当主主放主義 i立、主調民受1富者の多大な協カを線義者~ïiJ能となる放送であることから、…脅ßの者のみ

を対象とする鯵他的なサ…ピス、限定された虫端末や‘ノフトウヱア岡アプリケーシ自ン!こ肉lすた放送は望ま


しくなく、受倫翁が繍広く視聴・利用出来る機会の被保が出来る事が望ましい固


伊1])檎帯官童話嫌米の場合であればどのキャリアでもき是翁・総会決済等が王著書室等
 

O プラットフォーム機能については、受信者の戦後伎を繁一!こ考え、共速化される家惑を襲撃を主しい。


しかし、プラットフォーム事業者が� 1誌のみとなると、後:t.Jな影響力を保有するので、警告総事業者iこ


均等に俊豪華が後室長されるよう、ガイドライン等(1，)f事長誌が品思議喜と考える
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2. 委託して行わせる責主主義1::係る周波数の苦手1];話� 

O 多種多機な高算書提唱Eの移入による新しい多織なサ…eスの擬供、委託放送事象者闘が競争すること

により、サービスや価格において、受信者の益となるωそのためには、委託事業者への害調書きについては、

多くの委託事業殺が参入できるよう、下限の制緩Iまま設けず、」ニ限の帝l費量のみを設ける

係)1 の事費量殺への燦波数の割当 I立、金属波数寺普嫌。~ 11ぎをま童えない等

。全く章苦しいサ…ど Á:b~芸書手寺され、ニーズに応じてを護も性会ままも変化すると考えられる溶:b渇、リアル告イ

ム� 蓄積と免善寺でサ…eス内容を綴援するのはE護家しくなく、委託事業者の自由なサ…eス緩徐を促進z

すべきと考える。� 

3 	携帯端末向lナマルチメディア放送と通信サービスとの関渡性� 
し

0通信キャリアの縫供条件、方式等が統一される事がE農家しいg 奥なる条件となる場合はその根拠害事

の透明性をE童保すベ念。� 

4. 認定手車完走(1，)~喜重量や1i法

現在想定されているま群馬X:24年4J'1のサービス掬事告を符E撃した場合、準議凋I二本混在主主じないように、


すべての濁波数綴滋について一括で認定手続きが行われる著書が望ましい。
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